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授業料の免除、徴収猶予及び月割分納の各制度における  

対象者の選考基準の説明について  

 
 
 

授業料の免除、徴収猶予及び月割分納の各制度（以下「授業料免除等」といいます。）におけ

る対象者の選考は、佐賀大学入学料及び授業料免除等規程（平成１６年４月１日制定）及び佐

賀大学入学料及び授業料免除等選考基準（平成１６年４月１日制定）並びにこれに関連する申

し合わせ等により選考し、本学の学生委員会の議を経て、学長が決定しています。  
本学学生の皆さんが授業料免除等を申請されるにあたり、その参考にしていただくために選

考基準を下記のとおり説明します。  
なお、授業料免除等の選考基準について、本説明はあくまでも申請にあたっての参考にして

いただくことを目的として作成しておりますので、本学の選考結果が学生の皆さんの判断と相

違する場合も想定されますが、ご了承いただくようお願いします。  
選考結果について不明な点がある場合は、学生センターの学生生活課授業料免除担当窓口に

おいでください。  
 

記  
 
１  概   要  

授業料免除等の選考基準は、学業成績基準と家計基準の２つに区分されています。この２

つの基準に基づいて、学長が定めた予算（授業料の免除の総額）の範囲内で決定しています。  
このため、限られた予算の範囲内での選考ですので、学業成績基準及び家計基準をクリア

された対象者について、家計基準に基づき算出した家計評価額（３で説明しています。）によ

り順位を付して全額免除と半額免除の選考をしています。  
なお、当該年度の留年者及び修業年限を超えて在学する学生は、病気、留学など特別な事

由があると認められる場合を除き、選考の対象としないこととなっています。  
 
２  学業成績基準  

学業成績基準は、学部生、大学院修士・博士前期課程及び大学院博士・博士後期課程の区

分ごとに、それぞれ１年次在学生と２年次以上在学生に分けて次の各号のとおり規定されて

います。  
なお、次の各号中に表記されている「学業成績評点」は、次の算式により算出（小数点以

下第２位を四捨五入）されます。  
 秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×１  

            修得単位数合計  

また、次の①から④のいずれかに該当する方については、特例として、学業成績基準が緩

和されます。（以下「基準緩和」といいます。）  
①主たる家計支持者を失った者  
②生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する者  
③障害者（本人）  
④原子爆弾による被爆者及び被爆者の子女  

 
（１）学部１年次に在学する者  

高等学校又は高等専門学校等から提出された調査書の評点平均値が３．２以上の者、

又は入学試験の成績が本人の属する学科又は課程において上位３分の１以内の者となっ

ています。  

なお、基準緩和は、入学試験の成績が本人の属する学科又は課程において上位２分の

学業成績評点＝  
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１以内の者となっています。  

（２）学部２年次以上に在学する者  
前年度までに次表の標準修得単位数を修得し、かつ、学業成績評点が２．１以上の者

となっています。（学業成績の評価が「認定」ついては、「良」として取り扱います。）  
ただし、第４年次（医学部医学科においては６年次）に在学する者については、標準

修得単位数及び学業成績評点の基準を満たした者で、修業年限内に修業見込みのある者

となっています。  

在学年次  第２年次  第３年次  第４年次  第５年次  第６年次  
標準修得単位数  ３０単位  ６０単位  ９０単位  120 単位  120 単位  

なお、基準緩和は、上記の学業成績評点が１．８以上の者となっています。  
（３）大学院修士・博士前期課程第１年次に在学する者  

大学学部在学中の学業成績評点が２．１以上の者又は入学試験の成績が本人の属する

専攻において優秀な者とする。  
（４）大学院修士・博士前期課程・専門職学位課程第２年次に在学する者  

第１年次における修得単位数が８単位以上あって、かつ、その学業成績評点が２．１

以上の者とする。  
但し、専門職学位課程における修得単位数は、 12 単位とする。  

（５）大学院博士・博士後期課程第１年次に在学する者  
修士・博士前期課程の学業成績又は博士課程・博士後期課程の入学試験の成績が本人

の属する専攻において特に優秀な者とする。  
（６）大学院博士・博士後期課程第２年次以上に在学する者  

博士課程・博士後期課程の前年次までの学業成績が本人の属する専攻において特に優

秀な者とする。  
 
３  家計基準  

家計基準は、「佐賀大学入学料免除及び授業料免除等に係る家計評価額の計算方法」により

算出した本人の属する世帯の１年間の総所得金額（以下「総所得金額」という。）が、（５）

に定める収入基準額以下（総所得金額から収入基準額を差し引いた額であり、これを「家計

評価額」といいます。）となっています。  
つまり、免除の対象となる者は（５）の収入基準額により算出した家計評価額がマイナス

及びゼロであるという基準をクリアしなければならないということです。  
 

家計評価額  ＝  総所得金額  －  収入基準額  

 
また、家計評価額が低い方から順位を付します。そして、予算の範囲内で免除者を決定し

ていくこととなります。  
 

次に「佐賀大学入学料免除及び授業料免除等に係る家計評価額の計算方法」について説明

します。これは、総所得金額と家計評価額の計算（算出）方法を決めているもので、家計評

価額の計算方法は前述のとおりであり、総所得金額の計算方法は次のとおりです。  
 

総所得金額  ＝  総収入金額  －  必要経費  －  特別控除額  
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それでは、総所得金額、総収入金額、必要経費、特別控除額及び収入基準額のそれぞれに

ついて、説明します。  
 

（１）総所得金額  
総所得金額とは、総収入金額から、 (3)に掲げる必要経費及び (4)に掲げる特別控除額

を差し引いた金額をいいます。  
（２）総収入金額  

総収入金額とは、申請者本人の属する世帯（家族）の金銭、物品などの１年間の収入

金額をいいます。  
なお、次の項目について特に定められています。  

①  申請者本人が大学院に在学する者で、次のいずれにも該当することにより独立生計

者と認定された者の総収入金額（配偶者があるときは配偶者の１年間の総収入金額を

含めます。）は、父母等から金銭、物品などの給付を受けている場合は当該金額を合算

した額となります。  
ア）申請者本人 (配偶者があるときは、配偶者を含む。）に収入があり、当該収入に係

る所得申告により所得証明書が発行される者  
イ）所得税法上で申請者本人が父母等の扶養親族でない者  
ウ）申請者本人が父母等と別居している者  

②  １年間の収入金額は、申請の前年１年間の額とし、申請者本人が前年度に受給した

給付型奨学金は総所得金額に加算し、授業料相当額は特別控除の対象となりません。

また、奨学金の取扱いは次のとおりとします。  
ア）貸与型奨学金は総所得金額に加算しません。  
イ）申請者本人の学種が前年度と異なるときは、前年度に受給した給付型奨学金は総

所得金額に加算しません。  
ウ）申請者が引き続き学部から大学院に入学した者及び修士（博士前期）課程から博

士（後期）課程に進学した者であるときは、前年度に受給した給付型奨学金は、総

所得金額に加算します。  
エ）申請者本人が日本学術振興会の特別研究員の採用などにより、給付型奨学金の受

給を辞退したときや国費外国人留学生から私費外国人留学生への異動により、給付

型奨学金の受給がなくなったときは、前年度に受給した給付型奨学金は総所得金額

に加算しません。  
③  総所得金額の算定に当たり、申請者本人及び配偶者の収入が、当該年度において皆

無であることが明らかな場合は、前年において収入がある場合であっても、総所得金

額に算入しないものとします。  
 

（３）必要経費  
必要経費の控除は、次の所得の種類別により取り扱います。  

①  給与所得  
俸給、給与、賃金、歳費、年金、恩給、賞与及びこれらの性質を有する給与等（扶

助料、傷病手当金等を含む。）の収入金額については、次の算式によって得られた金額

を控除します。  
ア）収入金額が１０４万円以下のものは、収入金額と同額とします。  
イ）収入金額が１０４万円を超え２００万円までのものは、収入金額×０．２＋８３

万円とします。  
ウ）収入金額が２００万円を超え６５３万円までのものは、収入金額×０．３＋６２

万円とします。  
エ）収入金額が６５３万円を超えるものは、２５８万円とします。  

（注）１  給与所得者が２人以上いる場合は、計算を各人別に行います。  



- 4 - 
 

２  就学者を除く家族のうち同一人で２以上の収入源があり、いずれも給

与所得の場合は、収入金額を合算後、総所得金額を算定します。  
②  商業、工業、林業、水産業所得  

ア）年売上げ高から、必要経費として、売上品原価と営業経費とを控除します。  
イ）売上品原価には、当該年度内の仕入れであっても、年度末に在庫として残ってい

る分（たな卸資産）は含めません。  
ウ）営業経費とは、雇人費、原価償却費、業務に係る公租公課等収入金額を得るため

の必要経費をいいます。  
③  農業所得  

ア）総祖収入から必要経費として、肥料、種苗、蚕種、家畜の飼料、動力機の燃料等

（過去１年間の収入を得るために実際に消費したもの）の購入費を控除します。  
イ）総祖収入には、農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し、これに販売価格

を乗じて得た金額（粗収入）のほか、養蚕、牧畜、養豚等農産物以外の収入及び副

業収入がある場合には、その収入金額を、すべて前記の収入金額（粗収入）に加算

します。家計仕向け分（自家消費）も販売価格で換算して含めるものとします。  
④  その他の職業による所得及び雑所得  

給与、商業、工業、林業、水産業、農業以外の職業（開業医、弁護士、著述業、公

認会計士、外交員、税理士、大工、左官等）によって収入を得ている場合及び利子、

配当、家賃、間代、地代、内職収入、親戚・知人等からの援助等による収入の場合、

それぞれの収入を得るための必要経費を要したときは、収入金額からその必要経費を

控除します。  
⑤  臨時的な所得  

ア）公租公課等の経費を控除します。  
イ）臨時的な所得とは、退職金、退職一時金、保険金、資産の譲渡による所得及び山

林所得をいい、入学料免除申請においては、当該入学料免除実施前１年間における

収入のみとし、授業料免除申請においては、当該授業料免除実施前６月間における

収入のみとします。  
 

（４）特別控除額  
特別控除額は、母子・父子世帯、就学者のいる世帯、障害者のいる世帯、その他特別

の事情のある世帯等について、別紙に掲げる金額を控除します。  
 特別の事情  特   別   控   除   額  

Ａ 

世 

帯 

を 

対 

象 

と 

す 

る 

控 

除 

①  母子・父子

世 帯 で あ る

こと。  

490,000 円  

②  就 学 者 の

い る 世 帯 で

あること。  

小学校児童１人につき  90,000 円  

中学校及び中等教育学校の前期課程生徒１人につき  170,000 円  

国・公立高等学校及び中等教育学校の   自宅通学  190,000 円  
後期課程生徒１人につき         自宅外通学  410,000 円  

私立高等学校及び中等教育学校の後期   自宅通学  330,000 円  
課程生徒１人につき           自宅外通学  540,000 円  

国・公立高等専門学校学生         
（１～３年次）１人につき     自宅通学  280,000 円  

       自宅外通学  500,000 円  
（４・５年次）１人につき     自宅通学  400,000 円  

       自宅外通学  620,000 円  

私立高等専門学校学生１人につき      
（１～３年次）１人につき     自宅通学  540,000 円  
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       自宅外通学  760,000 円  
（４・５年次）１人につき     自宅通学  660,000 円  

       自宅外通学  880,000 円  

国・公立大学学生１人につき       自宅通学  670,000 円  
                   自宅外通学  1,160,000 円  

私立大学学生１人につき         自宅通学  1,110,000 円  
                   自宅外通学  1,590,000 円  

国・公立専修学校高等課程生徒１人に   自宅通学   70,000 円  
つき                  自宅外通学  180,000 円  

私立専修学校高等課程生徒１人につき   自宅通学  290,000 円  
                   自宅外通学  390,000 円  

国・公立専修学校専門課程生徒１人に   自宅通学  250,000 円  
つき                  自宅外通学  710,000 円  

私立専修学校専門課程生徒１人につき   自宅通学  790,000 円  
                   自宅外通学  1,230,000 円  

③  障 害 者 の

い る 世 帯 で

あること。  

障害者 1 人につき  990,000 円  

④  長 期 療 養

者 の い る 世

帯 で あ る こ

と。  

療養のため経済的に特別な支出をしている金額。  

⑤  主 た る 家

計 支 持 者 が

別 居 し て い

る 世 帯 で あ

ること。  

別居のため特別に支出をしている金額。ただし、 710,000 円を限度

とする。  

⑥  火災、風水

害、盗難等の

被 害 を 受 け

た 世 帯 で あ

ること。  

日常生活を営むために 必要な資材あるいは生 活費を得るための基

本的な生産手段（田・畑・店舗等）に被害があって、将来長期にわた

って支出増又は収入減になると認められる年間金額。  

 ⑦  父 母 以 外

の 者 で 収 入

を 得 て い る

者 の い る 世

帯 で あ る こ

と。  

父母以外の者の所得者１人につき 380,000 円。  
なお、その所得が 380,000 円未満の場合はその所得額。  
ただし、本人及び配偶者の所得については控除できない。  

Ｂ
本
人
を
対
象
と
す
る
控
除 

 （大学・大学院）   
自宅通学  280,000 円  
自宅外通学  720,000 円  
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備考１   Ａ欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除は、就学者の中に出

願者本人分は含めません。  
２   Ａ欄の「②就学者のいる世帯であること。」による控除（国立学校に係る

もの）は、当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は、Ｂ欄の「本人

を対象とする控除」と同額とし、一部授業料免除を受けている場合はＢ欄の

金額と授業料納入金額との合計額がＡ欄の「②就学者のいる世帯であるこ

と。」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することがで

きます。  
３   就学者の学種が申請時と異なる場合は、申請時の学種によりＡ欄の「②就

学者のいる世帯であること。」による控除額を適用します。  
４   Ａ欄の控除については、該当する特別の事情が２以上ある場合にはそれら

の特別控除額をあわせて控除することができます。  
 

（５）収入基準額  
収入基準額は、それぞれ学部生、大学院修士課程・博士前期課程及び大学院博士課程・

博士後期課程の区分ごとに定められています。  
授業料免除収入基準額  

ア）学部生  
区            分  

世  
帯  
人  
員  

１人  
２人  
３人  
４人  
５人  
６人  
７人  

 １，３４０，０００円  
 ２，１３０，０００円  
 ２，４５０，０００円  
 ２，６８０，０００円  
 ２，８８０，０００円  
 ３，０３０，０００円  
 ３，１６０，０００円  

（備考）  世帯人員が７人を超える場合は、１人増すごとに１３０，０００

円をそれぞれ世帯人員７人の収入基準額に加算する。  
イ）大学院修士・博士前期課程  

区            分  

世  
帯  
人  
員  

１人  
２人  
３人  
４人  
５人  
６人  
７人  

 １，４６０，０００円  
 ２，３２０，０００円  
 ２，６８０，０００円  
 ２，９２０，０００円  
 ３，１５０，０００円  
 ３，３００，０００円  
 ３，４６０，０００円  

（備考）  世帯人員が７人を超える場合は、１人増すごとに１６０，０００

円をそれぞれ世帯人員７人の収入基準額に加算する。  
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ウ）大学院博士・博士後期課程  
区            分  

世  
帯  
人  
員  

１人  
２人  
３人  
４人  
５人  
６人  
７人  

 ２，０４０，０００円  
 ３，２４０，０００円  
 ３，７４０，０００円  
 ４，０６０，０００円  
 ４，３９０，０００円  
 ４，６００，０００円  
 ４，８２０，０００円  

（備考）  世帯人員が７人を超える場合は、１人増すごとに２２０，０００

円をそれぞれ世帯人員７人の収入基準額に加算する。  
 


